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飯能市週休２日制モデル工事試行要領

（令和６年２月１６日決裁）

１ 趣旨

この要領は、建設業界における働き方改革を推進し、将来にわたる建設工事

の担い手の育成及び確保をするための取組として、本市が発注する建設工事（以

下「建設工事」という。）において「週休２日制モデル工事」（以下「モデル工

事」という。）を試行的に発注するために必要な事項を定めるものとする。

２ 用語の意義

⑴ この要領において「週休２日」とは、建設工事において対象期間に４週８

休（８日／２８日（２８．５％）以上の現場閉所（現場休息）を行うことをい

う。

⑵ この要領において「現場閉所」とは、建設工事において、巡回パトロール、

保守点検等の現場管理上必要な作業を除き、現場事務所での事務作業を含め

て１日を通じて現場が閉所された状態をいう。

⑶ この要領において「現場休息」とは、建設工事（分離発注を行った場合に

限る。）において、各発注工事単位で、現場事務所での事務作業を含めて１

日を通じて現場作業がない状態をいう。

３ 対象期間

⑴ 前項１号の対象期間（以下「対象期間」という。）は、契約工期のうち、現

場施工に着手する日から現場施工を完了する日まで（最終週が７日に満たな

いときは、その期間を除く。）とする。

⑵ 年末年始（１２月２９日から１月３日まで）、夏季休暇（８月１４日から

１６日まで）、工場製作のみの期間、工事一時中止期間、発注者があらかじ

め定める期間は、対象期間に含めるものとする。
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４ 休日

⑴ 現場閉所（現場休息）の日（以下「休日」という。）は、原則として、日

曜日及び土曜日とする。ただし、現場の特性等により別の曜日又は祝日を

休日とすることもできる。

⑵ 前項第２号に規定する期間にあっては、当該期間のうち、原則として、日

曜日及び土曜日のみを休日として取り扱うものとする。

⑶ 降雨、降雪等の天候の影響による予定外の現場閉所（現場休息）の日は、

休日に含めることができるものとする。

⑷ 地元対応等でやむを得ず休日に作業が生じる場合には、原則として作業日

前後の７日以内に振替の休日を定めるものとする。

５ 対象工事

モデル工事は、工事の種類、規模等を勘案し、発注者が選定するものとする。

ただし、次に掲げる工事は、モデル工事の対象としない。

⑴ 竣工時期や現場条件に制約が大きい工事

⑵ 緊急を要する工事

⑶ 工場製作が主となる工事

⑷ 単価契約方式による工事

⑸ その他週休２日の実施が困難な工事

６ 発注方式

⑴ モデル工事の発注方式は、次に掲げるいずれかの方式によるものとする。

ア 発注者指定型 発注者があらかじめ週休２日に取り組むことを指定して

発注する方式

イ 受注者希望型 モデル工事の受注者が希望により当該工事について週休

２日に取り組むことができる方式

⑵ 発注者は、モデル工事の発注に当たっては、発注工事がモデル工事である

こと及びその発注方式を入札公告等に明示するものとする。
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７ 工期の設定

発注者は、モデル工事の契約工期を設定するに当たっては、通常算入する準

備期間、施工に必要な日数、不稼働日及び後片付けの期間に加え、週休２日の

実施に係る受注者の事務処理期間として１４日間を契約工期に加算して設定す

るものとする。

８ 経費の補正

⑴ 発注者は、土木工事に係るモデル工事を発注するときは、工事費の積算に

おいて、次に掲げる経費の区分に応じ、それぞれに定める係数を乗じる補正

を行うものとする。

ア 労務費 １．０５

イ 機械経費（賃料） １．０４

ウ 共通仮設費 １．０４

エ 現場管理費 １．０６

⑵ 発注者は、建築工事に係るモデル工事を発注するときは、工事費の積算に

おいて、労務費（工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の

掲載価格（材工単価の）の労務費をいう。次項第３号において同じ。）に、

１．０５を乗じる補正を行うものとする。

９ 変更契約

⑴ モデル工事について週休２日を達成できなかった場合（次号及び第３号に

該当する場合を除く。）又は受注者希望型のモデル工事の受注者が週休２日

の取組を希望しなかった場合は、請負代金額のうち、前項の規定により補正

した金額に相当する額を減額する変更契約を行う。

⑵ 受注者希望型により発注した土木工事に係るモデル工事について、週休２

日を達成できなかった場合（現場閉所率が２１．４％以上のときに限る。）

は、前項第１号の規定により補正した積算金額と、次に掲げる現場閉所の達

成状況に応じ、それぞれに定める経費にその係数を乗じ補正した積算金額と

の差額に相当する額を減額する変更契約を行う。
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ア ４週７休以上４週８休未満（現場閉所率２５％以上２８．５％未満）

① 労務費 １．０３

② 機械経費（賃料） １．０３

③ 共通仮設費 １．０３

④ 現場管理費 １．０４

イ ４週６休以上４週７休未満（現場閉所率２１．４％以上２５．０％未満）

① 労務費 １．０１

② 機械経費（賃料） １．０１

③ 共通仮設費 １．０２

④ 現場管理費 １．０３

⑶ 受注者希望型により発注した建築工事に係るモデル工事について、週休２

日を達成できなかった場合（現場閉所（現場休息）率が２１．４％以上のと

きに限る。）は、前項第２号の規定により補正した積算金額と、次に掲げる

現場閉所（現場休息）の達成状況に応じ、それぞれに定める係数を労務費に

乗じて補正した積算金額との差額に相当する額を減額する変更契約を行う。

ア ４週７休以上４週８休未満（現場閉所（現場休息）率２５％以上

２８．５％未満） １．０３

イ ４週６休以上４週７休未満（現場閉所（現場休息）率２１．４％以上

２５．０％未満） １．０１

１０ 実施届

受注者希望型のモデル工事を受注した受注者が当該工事について週休２日に

取り組む場合は、契約締結後速やかに、週休２日制モデル工事実施届（様式第

１号）を発注者に提出するものとする。

１１ 看板等の設置

モデル工事の受注者は、現場施工に着手する日までに、モデル工事である旨

を示す看板等を公衆の見やすい場所に設置するものとする。
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１２ 現場閉所（現場休息）の確認方法等

現場閉所（現場休息）の確認は次のとおり行う。

⑴ 現場施工着手前

ア モデル工事の受注者は、週休２日を前提とする施工計画書及び工程表を

発注者に提出する。

イ モデル工事の受注者は、現場施工に着手する日から２８日分の休日計画

書（様式２号）を発注者に提出し、休日の計画について確認を受ける。

⑵ 現場施工期間中

ア モデル工事の受注者は、翌２８日分の休日計画書を当該休日計画書の初

日となる日の７日前までに発注者に提出し、休日の計画について発注者の

確認を受ける。

イ モデル工事の受注者は、休日計画書の計画期間終了後７日以内に休日実

績書（様式第３号）を提出するとともに、現場閉所（現場休息）を確認で

きる作業日報等を提示し、発注者の確認を受ける。

ウ 天候の影響、地元対応等により休日の振替を行う場合は、事前に工事記

録を提出し、発注者の承認を受けるものとする。ただし、天候の急変、緊

急の工事等急を要する場合は、この限りでない。

エ モデル工事の受注者は、週休２日の確保について、下請負人を指導する。

⑶ 現場施工完了後

ア モデル工事の受注者は、現場施工を完了する日から３日以内、かつ、工

事完成届を提出する日の２１日前までに最終の休日実績書及び休日実績集

計表（様式第４号）を提出するとともに、現場閉所（現場休息）を確認で

きる作業日報等を提示し、発注者の確認を受ける。

イ 発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況に応じて、第９項の規定に

基づき必要となる変更契約を行う。

⑷ 前３号に定める期限内に休日計画書等の提出がなかった場合には、モデル

工事について週休２日を達成できなかったものとして取り扱う。

１３ 工事成績評定
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達成状況 発注者指定型 受注者希望型

４週８休以上 ２点 ２点

４週７休以上４週８休未満 １点

４週６休以上４週７休未満 ０．５点

⑴ 発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況に応じ、工事成績評定の評価

項目「創意工夫」において加点評価をする。ただし、履行できなかったこ

とによる減点は行わないものとする。

⑵ 加点評価は、次の表のとおり加点を行うものとする。

※工事成績評定の加点は０．４を乗じた点数となる。

附 則

この要領は、令和６年４月１日から施行する。


